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(54)【発明の名称】 健康管理情報システム

(57)【要約】
【課題】  遠隔地にあっても在宅のまま健康相談を含む
健康管理が行え、かつ、時間に制限されない健康相談が
可能な健康管理情報システムを提供する
【解決手段】  本発明の医療情報システムは、情報通信
システム、例えば、インターネットIを介して、利用者
D，利用者DC及び利用者DMの利用者端末TP，保健福祉機
関CのサーバSVを相互に接続可能に構成されている。ま
た、利用者端末TPは保健福祉機関CのサーバSVのURLを指
定することで、保健福祉機関CのサーバSVに接続し、保
健福祉機関Cの提供するウェブページを参照することが
できる。サーバSVには、保健福祉機関Cの内部のLANを介
して、複数の専用端末STが接続されている。専用端末ST
は、保健福祉機関Cの健康管理に従事する少なくとも保
健婦（士）を含む各担当者の居室に設けられ、利用者の
医療に関する個人データが、各利用者コードに対応して
記憶されたデータベースDBが接続されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  所定の地域の住民の利用者宅に設置され
た利用者端末と、前記利用者の健康を管理する公的な保
健福祉機関に設置されたサーバとが情報通信ネットワー
クで接続された健康管理情報システムにおいて、
前記保健福祉機関の健康管理の年間予定に基づき、前記
利用者宅へ健康診断の日時を通知する通知手段と、
前記利用者宅に設置され、前記利用者端末に接続され
た、利用者の健康の度合いを示す健康度データを取得す
る複数のバイタルセンサと、
前記利用者宅に設置され、前記利用者端末に接続され
た、この利用者端末を介して前記健康度データを含む健
康管理データを前記サーバへ送信する送信手段と、
前記利用者宅に設置され、前記利用者端末に接続され
た、利用者の画像データを取得し、前記利用者端末を介
し前記サーバへこの画像データを送信する画像データ取
得手段と、
前記保健福祉機関に設置され、前記サーバに接続され
た、利用者を示す利用者コード毎に対応させて前記健康
管理データが記憶されるデータベースとを具備し、
前記年間予定の健康診断により取得され、前記データベ
ースに記憶されている利用者コード毎の健康管理データ
が、前記サーバを介して、前記公的な保健福祉機関の健
康管理に従事する少なくとも保健婦（士）を含む担当者
の居室の専用端末により、アクセスされることを特徴と
する健康管理情報システム。
【請求項２】  前記サーバが、前記利用者，前記担当者
の入力したケア要求データに基づき、利用者に対応する
利用者コード毎に監視の必要度を、少なくとも年齢及び
要介護度に基づき演算し、利用者を各々この必要度に応
じて複数のランクに分け、このランク毎に利用者宅へ設
置される健康を監視する健康監視設備の種類の選択，介
護用品の貸し出しの要否，前記バイタルセンサの種類の
選択、及び前記画像データ取得手段の設置の有無の判定
を行うことを特徴とする請求項１に記載の健康管理情報
システム。
【請求項３】  前記健康監視設備が、少なくとも、トイ
レ，台所，ベット，玄関に設けられた人の動きを監視す
る監視センサ、ベッドに設置された利用者の顔色／表情
を検出する画像センサ及び利用者が身体に異常を感じた
ときに近隣の住民及び前記保健福祉機関へ異常を通知す
る異常ブザーを含むことを特徴とする請求項１または請
求項２に記載の健康管理情報システム。
【請求項４】  前記利用者端末が前記監視センサからの
検出信号を検知し、予め設定された監視期間内におい
て、いずれの監視センサからの検出信号も検知されない
場合，及び前記画像センサが利用者の顔色／表情に異常
を検出した場合、前記サーバに異常信号を出力すること
を特徴とする請求項３に記載の健康管理情報システム。
【請求項５】  前記サーバが、前記利用者へ対する生活
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情報，健康維持及び健康度の質問から成る設問データ
を、前記利用者端末へ健康診断を行う時期，または住民
からの要求に基づいて送信し、前記利用者によりこの設
問に対応する回答データとして入力された、少なくとも
起床時間／就寝時間／朝食・昼食・夕食の時間／朝食・
昼食・夕食に食べた食物の種類及び量／喫煙本数／飲酒
の摂取量のデータを含む生活情報データ，少なくとも飲
酒及び喫煙の制限の有無／食事制限の有無／運動時間及
び運動の種類のデータを含む健康維持データ，及び利用
者宅に設置されているバイタルセンサにより測定された
少なくとも体重／血圧／体温／脈拍／トイレの回数を含
む健康度データを、このサーバに入力された年，月，
日，時間のデータと共に、前記データベースに利用者コ
ードに対応させて時系列に記憶することを特徴とする請
求項１から請求項４のいずれかに記載の健康管理情報シ
ステム。
【請求項６】  前記サーバが、入力される朝食・昼食・
夕食に食べた食物の種類及び量からカロリー摂取量を演
算し、かつ運動時間及び運動の種類からカロリー消費量
を演算し、得られたカロリー摂取量とカロリー消費量と
の差から、カロリー摂取状態が過剰／不足／適当の何れ
であるかの判定を行い、利用者コードに対応させてこの
カロリー摂取状態及び前記カロリーの差の数値データを
時系列に前記データベースへ記録するカロリー演算手段
と、
年齢及び成人病により食事制限中の前記利用者に対し、
この利用者が食べた食物の種類において、注意すべき特
定の食物の取得中止または制限を促すコメントを出力す
る手段とを具備することを特徴とする請求項１ないし請
求項５のいずれかに記載の健康管理情報システム。
【請求項７】  前記サーバが、前記担当者の入力する第
１の種類データ，利用者コード及び期間のデータに基づ
き、入力された前記利用者コードに対応した利用者の、
少なくとも前記喫煙本数，前記飲酒の摂取量及び前記カ
ロリーの差のを含む前記第１の種類データのいずれかま
たは複数の種類の時系列の数値データを、前記期間の示
す範囲の期間において、前記専用端末の表示画面へグラ
フ表示する第１のグラフ表示手段を具備することを特徴
とする請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の健康
管理情報システム。
【請求項８】  前記サーバが、前記担当者の入力する第
２種類データ，利用者コード及び期間のデータに基づ
き、入力された前記利用者コードに対応した利用者の、
少なくとも起床時間，就寝時間，朝食・昼食・夕食の時
間を含む前記第２の種類データのいずれかまたは複数の
種類の時系列の数値データを、前記期間の示す範囲の期
間において、前記専用端末の表示画面へグラフ表示する
第２のグラフ表示手段を具備することを特徴とする請求
項１ないし請求項５のいずれかに記載の健康管理情報シ
ステム。
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【請求項９】  前記サーバが、前記担当者の入力する第
３種類データ，利用者コード及び期間のデータに基づ
き、入力された前記利用者コードに対応した利用者の、
少なくともトイレの回数，体重，血圧，体温，脈拍，身
長を含む前記第３の種類データのいずれかまたは複数の
種類の時系列の数値データを、前記期間の示す範囲の期
間において、前記専用端末の表示画面へグラフ表示する
第３のグラフ表示手段を具備することを特徴とする請求
項１ないし請求項６のいずれかに記載の健康管理情報シ
ステム。
【請求項１０】  前記第３の種類データにおける、少な
くとも血圧，体温，脈拍の生体データが、健康状態に基
づいた検査頻度により決まる間隔及び各生体データ取得
に有効な時間に測定されることを特徴とする請求項１な
いし請求項９のいずれかに記載の健康管理情報システ
ム。
【請求項１１】  前記通信手段が、前記利用者の入力す
る前記第１の種類データ～前記第３の種類データを内部
の記憶部へ一時格納し、予め決められた日時に前記サー
バへ送信することを特徴とする請求項１ないし請求項１
０のいずれかに記載の健康管理情報システム。
【請求項１２】  前記サーバが、少なくともトイレの回
数，体重，血圧，体温，脈拍の各々の正常値としての数
値範囲が設定されており、前記利用者端末から入力さ
れ、前記データベースに記憶されるトイレの回数，体
重，血圧，体温，脈拍のいずれか一つでも前記数値範囲
からはずれている場合、前記専用端末に数値からはずれ
た利用者コード，この利用者コードに対応する利用者の
氏名及びはずれた測定の種類を、前記専用端末の表示画
面へ表示する正常値判定手段を具備することを特徴とす
る請求項１ないし請求項１１のいずれかに記載の健康管
理情報システム。
【請求項１３】  前記サーバが、前記利用者の要求によ
り、前記データベースに記憶されている、前記保健機関
の管轄の地域の病院のなかから、この利用者の利用者宅
の近隣の病院の情報、すなわち、少なくとも診療科目，
担当の医師の診療日，診療時間，診療日時，最寄りの駅
からの地図のデータを利用者端末へ送信することを特徴
とする請求項１ないし請求項１２の何れかに記載の健康
管理情報システム。
【請求項１４】  前記サーバが前記データベースに記憶
されている、出産，子供，教育等の情報を、定期的に管
轄の地域内の利用者宅の利用者端末へ送信することを特
徴とする請求項１ないし請求項１３のいずれかに記載の
健康管理情報システム。
【請求項１５】  前記利用者端末と前記専用端末とが、
前記情報ネットワークシステム及び前記サーバを介し
て、前記利用者及び前記担当者とにより記述された電子
メールの送受信が行えることを特徴とする請求項１ない
し請求項１１のいずれかに記載の健康管理情報システ
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【請求項１６】  前記サーバが、前記データベースに記
憶されている利用者の生活情報データ，健康維持デー
タ，健康度データ及び病歴のデータに基づき、、介護の
必要な利用者及びその家族へ、リハビリテーション（re
habilitation）において訓練・療法や周囲の援助がどの
様に行われればよいかの概要を前記担当者が記述したリ
ハビリケアの説明書を含む電子メールを、前記データベ
ースの対応する利用者の利用者端末へ送信するケアーメ
ール送信手段を具備することを特徴とする請求項１ない
し請求項１５のいずれかに記載の健康管理情報システ
ム。
【請求項１７】  前記正常値判定手段が、前記第３のデ
ータが時系列に表示されたグラフにおいて、設定された
数値範囲からはずれた異常値を検出した場合、専用端末
の表示画面にこの異常値となった利用者の文字データを
点滅表示させることを特徴とする請求項１ないし請求項
１６のいずれかに記載の健康管理情報システム。
【請求項１８】  前記データベースが、少なくとも、各
利用者コードに対応して所定の時期～現在までの前記第
１の種類のデータ～前記第３種類のデータが時系列に蓄
積されている健康ケアー用データベースと、健康管理デ
ータとして、各利用者コードに対応して病歴データ，現
在の病気の進行度を示すデータ，利用者がこの医療情報
システムを利用し始めてから現在に至るまでの前記第１
の種類のデータ～前記第３種類のデータが時系列に蓄積
されている健康機関データベースとから構成されている
ことを特徴とする請求項１ないし請求項１７のいずれか
に記載の健康管理情報システム。
【請求項１９】  前記専用端末から前記健康ケアー用デ
ータベース及び前記健康機関データベースがアクセスで
き、前記利用者端末から前記健康ケアー用データベース
のこの利用者端末を所有する利用者の利用者コードに対
応する領域のみがアクセスできることを特徴とする請求
項１８に記載の健康管理情報システム。
【請求項２０】  前記サーバが、主データベースである
前記データベースと同一内容が記憶されるバックアップ
用の予備のデータベースである他のデータベースに接続
され、前記データベースが異常となった場合、この他の
データベースを予備から利用者の各データの記憶及びア
クセスに用いる主データベースへ切り換えることを特徴
とする請求項１ないし請求項１６のいずれかに記載の健
康管理情報システム。
【請求項２１】  前記データベースが他の地域を管轄す
る複数の保健機関の専用端末と、前記サーバと前記情報
通信ネットワークとを介して接続されることを特徴とす
る請求項１ないし請求項２０のいずれかに記載の健康管
理情報システム。
【請求項２２】  前記サーバと前記情報通信ネットワー
クとの間に、秘密保持のためのセキュリティシステムが
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介挿されていることを特徴とする請求項１ないし請求項
２１に記載の健康管理情報システム。
【請求項２３】  前記サーバが、検査要求データ，前記
第１の種類～前記第３の種類のデータの取得を行う処理
が示された、健康ケアサービスの駆動データを前記利用
者端末へ送信し、利用者端末がこの駆動データに従い、
表示画面を複数の表示領域に分割し、所定の表示領域に
前記検査要求データ，前記第１の種類～前記第３の種類
のデータの取得の何れを行うかの選択画像を表示し、選
択された取得の処理を行う画像を他の１の表示領域に表
示し、さらに選択項目がありこの選択された処理を行う
画面が他の２の表示領域に表示され、前記複数の表示領
域に順に選択された処理画面が表示されることを特徴と
する請求項１ないし請求項２２のいずれかに記載の記載
の健康管理情報システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、所定の地域の地域
住民の健康を管理し、各地域住民に対して適切な健康管
理の指示を与える健康管理情報システムに係わるもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】地域住民が豊かに安心して暮らしていく
ためには、健康であること，地域との豊かなコミュニケ
ーションが図れること，及び行政からの適切な医療に対
する支援情報が得られることが前提となる。行政には、
税金を支払う住民に対して健康福祉を守る義務があり、
住民には、これらのサービスを受ける権利がある。この
住民の健康管理のため、行政は、近隣の保健所または指
定病院において決められた周期で、地域住民の健康診断
を行っている。
【０００３】また、他の行政の健康管理への対応として
は、地域住民の年齢や性別などにより、各種ガン検診や
成人病検診などが行われ、各保健所に在中している保健
婦による電話での健康相談なども行われている。図９に
示すように、健康診断，検診及び保健婦による電話での
健康相談の予定日の通知は、公的な保健福祉機関が地域
の情報誌やはがきにより、地域住民に対して直接的に行
われている（ステップＭ０）。
【０００４】この検診（ステップＭ１）に参加すること
により（ステップＮ１及びＮ２）、地域住民は、医師に
よる問診（ステップＭ２），血圧・脈拍測定（ステップ
Ｍ３），心電図測定（ステップＭ４），体重測定（ステ
ップＭ５）及び検温（ステップＭ２）などの検査を受診
する。参加しない住民は、自己管理を行うこととなる
（ステップＮ３）。この受診における受診結果は、医師
及び保健婦により整理され、地域住民毎の健康管理ファ
イルに納められ、公的な保健福祉機関の管理庫において
厳重に保管・管理される（ステップＭ７）。
【０００５】このとき、公的な保健福祉機関の職員（主
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に保健婦）が健康管理ファイルに納めるとともに、担当
の医師は、受診結果のデータ分析を行い、このデータ分
析結果に基づき検診結果を作成する（ステップＭ８）。
そして、公的な保健福祉機関の職員は、この医師の作成
した検診結果を手紙により、対応する地域住民へ通知す
る（ステップＭ９）。
【０００６】地域住民は、受領した上記検診結果によ
り、医師からの指示に応じて、必要が有れば再検査を行
い、自身の健康を管理する（ステップＮ４及びＮ５）。
また、不明な点が有る場合、地域住民は、公的な保健福
祉機関に電話して、在中の保健婦などに確認する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
た健康管理情報システムには、地域の情報誌やはがきに
より通知された健康診断及び検診を、会社などによる健
康診断があるために受けない住民以外に、寝たきりの患
者などが公的な保健福祉機関や指定病院へ、指定された
日時に行くことができずに、住民としての権利である平
等なサービスを受けられない可能性がある。
【０００８】また、上述した健康管理情報システムに
は、都会のような人口密集地に比較し、公的な保健福祉
機関や指定病院が住居の近隣にない過疎地において、交
通手段や健康上（特に、老人等）の理由などから、公的
な保健福祉機関から遠隔地に住む住民の検診への参加が
困難となる問題がある。
【０００９】さらに、上述した健康管理情報システムに
は、決められた日時にしか、検診，健康診断及び健康相
談を受けられないため、仕事などの都合上で住民として
の権利である平等なサービスを受けられない場合があ
る。加えて、上述した健康管理情報システムには、医師
及び保健婦により整理され、地域住民毎の健康管理ファ
イルに納められた受診結果を、有効に使用するシステム
の概念が無い。
【００１０】本発明はこのような背景の下になされたも
ので、遠隔地にあっても在宅のまま健康相談を含む健康
管理が行え、かつ、時間に制限されない健康相談が可能
であり、住民が公的な保健福祉機関（行政）とつながり
健康福祉を受けられる安心感を得る健康管理情報システ
ムを提供する事にある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】請求項１記載の発明は、
所定の地域の住民の利用者宅に設置された利用者端末
と、前記利用者の健康を管理する公的な保健福祉機関に
設置されたサーバとが情報通信ネットワークで接続され
た健康管理情報システムにおいて、前記利用者宅に設置
され、前記利用者端末に接続された、利用者の健康の度
合いを示す健康度データを取得する複数のバイタルセン
サと、前記保健福祉機関の健康管理の年間予定に基づ
き、前記利用者宅へ健康診断の日時を通知する通知手段
と、前記利用者宅に設置され、前記利用者端末に接続さ
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7
れた、この利用者端末を介して前記健康度データを含む
健康管理データを前記サーバへ送信する送信手段と、前
記利用者宅に設置され、前記利用者端末に接続された、
利用者の画像データを取得し、前記利用者端末を介し前
記サーバへこの画像データを送信する画像データ取得手
段と、前記保健福祉機関に設置され、前記サーバに接続
された、利用者を示す利用者コード毎に対応させて前記
健康管理データが記憶されるデータベースとを具備し、
前記年間予定の健康診断により取得され、前記データベ
ースに記憶されている利用者コード毎の健康管理データ
が、前記サーバを介して、前記公的な保健福祉機関の健
康管理に従事する少なくとも保健婦（士）を含む担当者
の居室の専用端末により、アクセスされることを特徴と
する。
【００１２】請求項２記載の発明は、請求項１に記載の
健康管理情報システムにおいて、前記サーバが、前記利
用者，前記担当者の入力したケア要求データに基づき、
利用者に対応する利用者コード毎に監視の必要度を、少
なくとも年齢及び要介護度に基づき演算し、利用者を各
々この必要度に応じて複数のランクに分け、このランク
毎に利用者宅へ設置される健康を監視する健康監視設備
の種類の選択，介護用品の貸し出しの要否，前記バイタ
ルセンサの種類の選択、及び前記画像データ取得手段の
設置の有無の判定を行うことを特徴とする。
【００１３】請求項３記載の発明は、請求項１または請
求項２に記載の健康管理情報システムにおいて、前記健
康監視設備が、少なくとも、トイレ，台所，ベット，玄
関に設けられた人の動きを監視する監視センサ、ベッド
に設置された利用者の顔色／表情を検出する画像センサ
及び利用者が身体に異常を感じたときに近隣の住民及び
前記保健福祉機関へ異常を通知する異常ブザーを含むこ
とを特徴とする。
【００１４】請求項４記載の発明は、請求項３に記載の
健康管理情報システムにおいて、前記利用者端末が前記
監視センサからの検出信号を検知し、予め定された監視
期間内において、いずれの監視センサからの検出信号も
検知されない場合，及び前記画像センサが利用者の顔色
／表情に異常を検出した場合、前記サーバに異常信号を
出力することを特徴とする。
【００１５】請求項５記載の発明は、請求項１から請求
項４のいずれかに記載の健康管理情報システムにおい
て、前記サーバが、前記利用者へ対する生活情報，健康
維持及び健康度の質問から成る設問データを、前記利用
者端末へ健康診断を行う時期，または住民からの要求に
基づいて送信し、前記利用者によりこの設問に対応する
回答データとして入力された、少なくとも起床時間／就
寝時間／朝食・昼食・夕食の時間／朝食・昼食・夕食に
食べた食物の種類及び量／喫煙本数／飲酒の摂取量のデ
ータを含む生活情報データ，少なくとも飲酒及び喫煙の
制限の有無／食事制限の有無／運動時間及び運動の種類
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のデータを含む健康維持データ，及び利用者宅に設置さ
れているバイタルセンサにより測定された少なくとも体
重／血圧／体温／脈拍／トイレの回数を含む健康度デー
タを、このサーバに入力された年，月，日，時間のデー
タと共に、前記データベースに利用者コードに対応させ
て時系列に記憶することを特徴とする。
【００１６】請求項６記載の発明は、請求項１ないし請
求項５のいずれかに記載の健康管理情報システムにおい
て、前記サーバが、入力される朝食・昼食・夕食に食べ
た食物の種類及び量からカロリー摂取量を演算し、かつ
運動時間及び運動の種類からカロリー消費量を演算し、
得られたカロリー摂取量とカロリー消費量との差から、
カロリー摂取状態が過剰／不足／適当の何れであるかの
判定を行い、利用者コードに対応させてこのカロリー摂
取状態及び前記カロリーの差の数値データを時系列に前
記データベースへ記録するカロリー演算手段と、年齢及
び成人病により食事制限中の前記利用者に対し、この利
用者が食べた食物の種類において、注意すべき特定の食
物の取得中止または制限を促すコメントを出力する手段
とを具備することを特徴とする。
【００１７】請求項７記載の発明は、請求項１ないし請
求項６のいずれかに記載の健康管理情報システムにおい
て、前記サーバが、前記担当者の入力する第１の種類デ
ータ，利用者コード及び期間のデータに基づき、入力さ
れた前記利用者コードに対応した利用者の、少なくとも
前記喫煙本数，前記飲酒の摂取量及び前記カロリーの差
を含む前記第１の種類データのいずれかまたは複数の種
類の時系列の数値データを、前記期間の示す範囲の期間
において、前記専用端末の表示画面へグラフ表示する第
１のグラフ表示手段を具備することを特徴とする。
【００１８】請求項８記載の発明は、請求項１ないし請
求項５のいずれかに記載の健康管理情報システムにおい
て、前記サーバが、前記担当者の入力する第２種類デー
タ，利用者コード及び期間のデータに基づき、入力され
た前記利用者コードに対応した利用者の、少なくとも起
床時間，就寝時間，朝食・昼食・夕食の時間を含む前記
第２の種類データのいずれかまたは複数の種類の時系列
の数値データを、前記期間の示す範囲の期間において、
前記専用端末の表示画面へグラフ表示する第２のグラフ
表示手段を具備することを特徴とする。
【００１９】請求項９記載の発明は、請求項１ないし請
求項６のいずれかに記載の健康管理情報システムにおい
て、前記サーバが、前記担当者の入力する第３種類デー
タ，利用者コード及び期間のデータに基づき、入力され
た前記利用者コードに対応した利用者の、少なくともト
イレの回数，体重，血圧，体温，脈拍，身長を含む前記
第３の種類データのいずれかまたは複数の種類の時系列
の数値データを、前記期間の示す範囲の期間において、
前記専用端末の表示画面へグラフ表示する第３のグラフ
表示手段を具備することを特徴とする。
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【００２０】請求項１０記載の発明は、請求項１ないし
請求項９のいずれかに記載の健康管理情報システムにお
いて、前記第３の種類データにおける、少なくとも血
圧，体温，脈拍，の生体データが、健康状態に基づいた
検査頻度により決まる間隔及び各生体データ取得に有効
な時間に測定されることを特徴とする。
【００２１】請求項１１記載の発明は、請求項１ないし
請求項１０のいずれかに記載の健康管理情報システムに
おいて、前記通信手段が、前記利用者の入力する前記第
１の種類データ～前記第３の種類データを内部の記憶部
へ一時格納し、予め決められた日時に前記サーバへ送信
することを特徴とする。
【００２２】請求項１２記載の発明は、請求項１ないし
請求項１１のいずれかに記載の健康管理情報システムに
おいて、前記サーバが、少なくともトイレの回数，体
重，血圧，体温，脈拍の各々の正常値としての数値範囲
が設定されており、前記利用者端末から入力され、前記
データベースに記憶されるトイレの回数，体重，血圧，
体温，脈拍のいずれか一つでも前記数値範囲からはずれ
ている場合、前記専用端末に数値からはずれた利用者コ
ード，この利用者コードに対応する利用者の氏名及びは
ずれた測定の種類を、前記専用端末の表示画面へ表示す
る正常値判定手段を具備することを特徴とする。
【００２３】請求項１３記載の発明は、請求項１ないし
請求項１２の何れかに記載の健康管理情報システムにお
いて、前記サーバが、前記利用者の要求により、前記デ
ータベースに記憶されている、前記保健機関の管轄の地
域の病院のなかから、この利用者の利用者宅かの近隣の
病院の情報、すなわち、少なくとも診療科目，担当の医
師の診療日，診療時間，診療日時，最寄りの駅からの地
図のデータを利用者端末へ送信することを特徴とする。
【００２４】請求項１４記載の発明は、請求項１ないし
請求項１３のいずれかに記載の健康管理情報システムに
おいて、前記サーバが前記データベースに記憶されてい
る、出産，子供，教育等の情報を、定期的に管轄の地域
内の利用者宅の利用者端末へ送信することを特徴とす
る。
【００２５】請求項１５記載の発明は、請求項１ないし
請求項１１のいずれかに記載の健康管理情報システムに
おいて、前記利用者端末と前記専用端末とが、前記情報
ネットワークシステム及び前記サーバを介して、前記利
用者及び前記担当者とにより記述された電子メールの送
受信が行えることを特徴とする。
【００２６】請求項１６記載の発明は、請求項１ないし
請求項１５のいずれかに記載の健康管理情報システムに
おいて、前記サーバが、前記データベースに記憶されて
いる利用者の生活情報データ，健康維持データ，健康度
データ及び病歴のデータに基づき、、介護の必要な利用
者及びその家族へ、リハビリテーション（rehabilitati
on）において訓練・療法や周囲の援助がどの様に行われ
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ればよいかの概要を前記担当者が記述したリハビリケア
の説明書を含む電子メールを、前記データベースの対応
する利用者の利用者端末へ送信するケアーメール送信手
段を具備することを特徴とする。
【００２７】請求項１７記載の発明は、請求項１ないし
請求項１６のいずれかに記載の健康管理情報システムに
おいて、前記正常値判定手段が、前記第３のデータが時
系列に表示されたグラフにおいて、設定された数値範囲
からはずれた異常値を検出した場合、専用端末の表示画
面にこの異常値となった利用者の文字データを点滅表示
させることを特徴とする。
【００２８】請求項１８記載の発明は、請求項１ないし
請求項１７のいずれかに記載の健康管理情報システムに
おいて、前記データベースが、少なくとも、各利用者コ
ードに対応して所定の時期～現在までの前記第１の種類
のデータ～前記第３種類のデータが時系列に蓄積されて
いる健康ケアー用データベースと、健康管理データとし
て、各利用者コードに対応して病歴データ，現在の病気
の進行度を示すデータ，利用者がこの医療情報システム
を利用し始めてから現在に至るまでの前記第１の種類の
データ～前記第３種類のデータが時系列に蓄積されてい
る健康機関データベースとから構成されていることを特
徴とする。
【００２９】請求項１９記載の発明は、請求項１８に記
載の健康管理情報システムにおいて、前記専用端末から
前記健康ケアー用データベース及び前記健康機関データ
ベースがアクセスでき、前記利用者端末から前記健康ケ
アー用データベースのこの利用者端末を所有する利用者
の利用者コードに対応する領域のみがアクセスできるこ
とを特徴とする。
【００３０】請求項２０記載の発明は、請求項１ないし
請求項１６のいずれかに記載の健康管理情報システムに
おいて、前記サーバが、主データベースである前記デー
タベースと同一内容が記憶されるバックアップ用の予備
のデータベースである他のデータベースに接続され、前
記データベースが異常となった場合、この他のデータベ
ースを予備から利用者の各データの記憶及びアクセスに
用いる主データベースへ切り換えることを特徴とする。
【００３１】請求項２１記載の発明は、請求項１ないし
請求項２０のいずれかに記載の健康管理情報システムに
おいて、前記データベースが他の地域を管轄する複数の
保健機関の専用端末と、前記サーバと前記情報通信ネッ
トワークとを介して接続されることを特徴とする。
【００３２】請求項２２記載の発明は、請求項１ないし
請求項２１に記載の健康管理情報システムにおいて、前
記サーバと前記情報通信ネットワークとの間に、秘密保
持のためのセキュリティシステムが介挿されていること
を特徴とする。
【００３３】請求項２３記載の発明は、請求項１ないし
請求項２２のいずれかに記載の記載の健康管理情報シス
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テムにおいて、前記サーバが、検査要求データ，前記第
１の種類～前記第３の種類のデータの取得を行う処理が
示された、健康ケアサービスの駆動データを前記利用者
端末へ送信し、利用者端末がこの駆動データに従い、表
示画面を複数の表示領域に分割し、所定の表示領域に前
記検査要求データ，前記第１の種類～前記第３の種類の
データの取得の何れを行うかの選択画像を表示し、選択
された取得の処理を行う画像を他の１の表示領域に表示
し、さらに選択項目がありこの選択された処理を行う画
面が他の２の表示領域に表示され、前記複数の表示領域
に順に選択された処理画面が表示されることを特徴とす
る。
【００３４】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施形態について説明する。図１は本発明の一実施形態に
よる健康管理情報システムの構成例を示すブロック図で
ある。この図において、本実施形態による健康管理情報
システムは、情報通信システム、例えば、インターネッ
トIを介して、利用者Ｄ，利用者ＤＣ及び利用者ＤＭの
利用者端末ＴＰ，公的な保健福祉機関(行政の管轄下に
ある保健福祉センター，保健所，老人センタ，介護施設
など)Ｃに設けられたサーバ（ウェブサーバ）ＳＶを相
互に接続可能に構成されている。保健福祉機関Ｃは、決
められた地域の住民（利用者）の健康の管理を管轄して
いる。例えば、板橋保健所は、板橋区全体の住民の健康
を管理している。また、東京都全域に各区，各市及び各
町の保健福祉機関のサーバＳＶは、インターネットIを
介して、各々接続されている。
【００３５】また、インターネットIは、利用者端末Ｔ
Ｐ及びサーバＳＶを、ＴＡ（ターミナルアダプタ）を介
し接続された公衆回線（例えば公衆電話回線等）により
間接に接続可能に、又は直接に相互に接続可能に構成さ
れている。ここで、用いられる通信プロトコルは、ＴＣ
Ｐ／ＩＰ(Transmission ContorolProtocol/Internet Pr
otocol)技術による。公衆回線は加入者回線または専用
回線のどちらでもかまわない。
【００３６】さらに、利用者端末ＴＰ及びサーバＳＶか
らは、ＷＷＷ(World Wide Web)システムを利用して、Ｗ
ＷＷ上の任意のウェブサイトを特定するＵＲＬ(Uniform
 Resource Locator)を指定することにより、どの利用者
端末ＴＰまたはサーバＳＶからでもそのウェブサイトで
提供されるウェブページを参照することが可能に構成さ
れている。
【００３７】したがって、利用者端末ＴＰは保健福祉機
関ＣのサーバＳＶのＵＲＬを指定することにより、保健
福祉機関ＣのサーバＳＶに接続し、保健福祉機関Ｃの提
供するウェブページを参照することができる。なお、各
利用者端末ＴＰと保健福祉機関ＣのサーバＳＶとを相互
に接続するネットワークは、インターネットと類似機能
を有するものであれば、他の規格の専用回線網，ＷＡＮ
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(Wide Area Network)等のネットワークでも良い。ま
た、公衆回線を利用しないＬＡＮ(Local Area Network)
で構成されるイントラネットのようなネットワークでも
かまわない。
【００３８】ここで、サーバＳＶとインターネットIと
の間には、秘密保持のためのセキュリティシステムが介
挿され、サーバＳＶのデータ，データベースＤＢに記憶
されているデータ及び各専用端末ＳＴの記憶部に記憶さ
れているデータ、すなわち保健福祉機関Ｃ内のＬＡＮシ
ステム（特にデータベースＤＢに記憶されている全ての
データ）が防護されている。このセキュリティシステム
は、ファイアウォール（Firewall）及びＳＳＬ（Secure
 Socket Layer）などを用いることが可能である。
【００３９】また、利用者端末ＴＰは、パーソナルコン
ピュータシステムであり、コンピュータ装置とディスプ
レイ装置とで構成されている。サーバＳＶも、パーソナ
ルコンピュータシステムであり、同様にコンピュータ装
置とディスプレイ装置とで構成されている。ここで、上
述のコンピュータ装置とは、ハイパーテキスト形式、例
えばＨＴＭＬ(Hypertext Markup Language)形式のファ
イルを閲覧するためのプログラムである、ＷＷＷブラウ
ザを起動可能であり、ＨＴＭＬ形式のファイルを作成す
ることも可能な構成となっている。
【００４０】ここで、利用者端末ＴＰ，専用端末ＳＴ及
びサーバＳＶは、図示しないＣＰＵ（中央処理装置），
通信インターフェース回路，モデム回路，メモリ，固定
ディスク等を備えており、モデム回路またはＤＳＵ(Dig
ital Service Unit)及びＴＡ(Terminal Adapter)を用い
ることにより加入者回線または専用回線を介してインタ
ーネットIに接続する。また、利用者端末ＴＰ，専用端
末ＳＴ及びサーバＳＶは、固定ディスクに記憶されてい
るプログラムに従い、上記ＣＰＵが駆動されることで動
作する。
【００４１】また、サーバＳＶには、保健福祉機関Ｃの
内部のＬＡＮを介して、複数の専用端末ＳＴが接続され
ている。この専用端末ＳＴは、健康保健機関の健康管理
の仕事に従事する少なくとも保健婦（士）を含む担当者
の居室に設けられている。さらに、サーバＳＶには、利
用者の保健及び福祉に関する個人データ（健康管理デー
タ）が、各々の利用者コードに対応して記憶されている
データベースＤＢが接続されている。
【００４２】ここで、上記担当者は、サーバＳＶに登録
された各々の氏名及びＩＤ番号をキーボードから打ち込
むことにより、サーバＳＶを介してデータベースＤＢに
記憶されている、利用者（保健福祉センタ，保健所や福
祉会館等の行政の管理下にある公的な保健福祉機関の管
轄する地域の住民）の利用者コードに対応して記憶され
ている健康管理データをアクセスすることが出来る。
【００４３】ここで、上記担当者は、キーボードから氏
名を入力した後、ＩＤ番号が光学的，電気的又は磁気的
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に記憶されたカードキーをカードリーダに通すことによ
り、データベースＤＢの利用者の医療データをアクセス
することが出来る。また、担当者は、各々データベース
ＤＢ内のアクセス可能な領域が、各々の有しているパス
ワードにより制限されている。例えば、保健婦（士）以
外の担当者は、利用者の個人データにおける病歴のデー
タを、データベースＤＢにおいて検索する権限を有する
パスワードは与えられていない。
【００４４】上述の個人データとは、少なくとも、氏
名，性別，年齢，住所，ＵＲＬ，家族構成の基本データ
と、過去の病歴（自己申告が合った場合にのみ記録），
家族の健康状態，現在の病気の状態，現在の健康状態，
嗜好品（酒，たばこなど），及び医療データとしての食
事制限（食物の種類及び量）の健康データと、バイタル
センサで取得した生体データ（少なくとも、体重，血
圧，体温，脈拍（脈拍数）及び身長）等である。また、
生体データは、上述した体重，血圧，体温，脈拍（脈拍
数）及び身長だけでなく、健康チェックや病状チェック
に用いられる検査項目の全てを含むものとする。
【００４５】ここで、生体データに関しては、各利用者
宅にあるバイタルセンサにより、複数の検査において、
過去の行政主導の健康診断により医師がデータベースＤ
Ｂに各生体データの検査項目毎に設定した、各検査に有
効な時間及び周期において取得（測定）され、取得開始
から各々の生体データの時系列な変化が、生体データの
項目毎に、各利用者の利用者コードに対応して、データ
ベースＤＢに記憶されている。
【００４６】また、担当者は、各居室の専用端末ＳＴに
より、パスワードにより許可された範囲において、サー
バＳＶを介してデータベースＤＢの個人データの書き換
え，及び管轄にある利用者の利用者コードに対応して、
データベースＤＢの所定の領域にコメントの記述が可能
である。すなわち、担当者は、利用者の個人データの変
更に基づき、少なくとも、データベースＤＢに記憶され
ている、個人データにおける氏名，性別，年齢，家族構
成の基本データと、過去の病歴（自己申告が合った場合
にのみ記録），家族の健康状態，現在の病気の状態，現
在の健康状態，嗜好品（酒，たばこなど），食事制限
（食物の種類及び量の制限）の健康データとの書き換え
処理，生体データの測定結果に基づいたコメントの記述
が可能である。
【００４７】このとき、担当者は、後に説明する利用者
から送られてくる生活情報データの中において、利用者
が飲食した食物の種類をチェックし、病状，健康状態及
びアレルギーにより取得してならないものの制限及び中
止を促す内容をコメントに含めても良い。また、担当者
は、データベースＤＢに記憶されている利用者の生活情
報データ，健康維持データ，健康度データ及び病歴のデ
ータに基づき、、介護の必要な利用者及びその家族へ、
リハビリテーション（rehabilitation）において訓練・
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療法や周囲の援助がどの様に行われればよいかの概要を
担当者が記述したリハビリケアの説明書を含むコメント
を、データベースＤＢの対応する利用者の利用者端末Ｔ
Ｐへ送信する電子メールをサーバＳＶを介して送信して
も良い。そして、サーバＳＶは、担当者により記述され
た上記コメントの記述された電子メールを、それぞれ、
担当者の設定した送信時間に、各利用者宅へ送信する。
【００４８】また、サーバＳＶは、担当者により記述さ
れた保健福祉機関Ｃの健康診断の年間予定により利用者
が受診する健康診断の日時の記述された電子メールを、
それぞれ、担当者の設定した日の送信時間に、各利用者
宅へ送信する。この健康診断の項目は、性別・年齢別に
より異なる。例えば、成人病検診は、性別に関係なく男
女双方にあるが、年齢が一定（例えば、３５歳以上）以
上の住民に通知がいく。また、妊婦の特有の検査や老人
に特有の検査など、健康診断の時期がそれぞれ異なる。
保健福祉機関Ｃは、各健康診断（インターネット上）に
おいて、有る程度の検診の期間の幅を設定し、利用者が
健康診断を受けやすくしており、最終的に受診するしな
いは、各利用者の自由である。
【００４９】さらに、担当者は、各々の専用端末ＤＴか
ら、各利用者の利用者コードに対応させて、利用者の病
状に対する健康状態の監視の必要性を数値化した監視必
要度と、利用者からのケアの要求を数値化したケア要求
度と、年齢と、要介護度とを、データベースＤＢの監視
ランク判定領域に格納する。ここで、監視必要度は、担
当者が医師との相談により、利用者の病状に対応させ
て、バイタルセンサにおける生体データの検査項目，必
要な健康管理の種類及びテレビカメラＣＭによる監視の
必要性等の複数の項目に対して各々数値化した集合であ
る。
【００５０】そして、サーバＳＶは、少なくとも、監視
ランク判定領域に格納された監視必要度，ケア要求度，
年齢，要介護度に基づき、各利用者毎の監視ランクを求
める。すなわち、サーバＳＶは、監視必要度，ケア要求
度，年齢及び要介護度に各々所定の係数を乗算した後に
積算し、積算された監視度判定の数値が何れの数値範囲
にあるかを判定し、利用者毎に、利用者の数値が含まれ
る数値範囲のランクに振り分ける。
【００５１】例えば、サーバＳＶは、このランクを上記
数値範囲が低い順にグレード１，グレード２及びグレー
ド３の監視ランクに予め分けておき、監視必要度及びケ
ア要求度数から演算される監視度判定の数値に基づき、
各利用者を対応する数値範囲のランクに振り分ける。そ
して、サーバＳＶは、このランク毎に各利用者宅へ設置
される健康を監視する健康監視設備の種類の選択，介護
用品の貸し出しの要否，生体データを取得するバイタル
センサの種類の選択、及び利用者監視用のビデオシステ
ムＴＶの設置の有無の判定を行う。
【００５２】これにより、テレビカメラＣＭにより取得
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された画像情報は、ビデオシステムＴＶによりデジタル
データへ変換され、利用者端末ＴＰを介してサーバＳＶ
へ送信される。そして、この画像は、サーバＳＶを介し
て担当者が専用端末ＳＴで見ることが出来る。
【００５３】ここで、監視設備とは、少なくとも、トイ
レ，台所，ベット，玄関に設けられ、人の動きを監視す
る監視センサＳ、ベッドに設置される画像センサＳＧ及
び利用者が身体に異常を感じたときに近隣の住民及び地
域の保健福祉機関へ異常を通知する異常ブザーＢとを含
む設備である。監視センサＳ及び画像センサＳＧは、セ
ンサシステムＳＳにより制御されている。このセンサシ
ステムＳＳは、各設置場所の監視センサＳからの検出信
号の検知を行い、予め設定された監視期間内（例えば、
１日単位）において、いずれの監視センサＳからの検出
信号も検知されない場合、利用者端末ＴＰを介してサー
バＳＶに異常信号を出力する。
【００５４】これにより、利用者の生活反応を確認し、
利用者の生存状態の確認を行うことが出来る。上記所定
の期間内に生活反応が無い場合、すなわちサーバＳＶが
異常信号を検知した場合、サーバＳＶは担当者の専用端
末ＳＴへ異常信号の検出を、この異常信号を出力した利
用者の住所・氏名とともに通知する。また、画像センサ
ＳＧは、ベッドに臥せている利用者の顔色及び表情の動
きを検知し、通常と異なる色及び表情をした場合に検知
信号をセンサシステムＳＳへ出力する。このとき、画像
センサＳＧは、利用者の表情の動きを画像処理し、内部
に記憶されている表情パターンと異なる表情を示した場
合に検知信号を、センサシステムＳＳへ出力する。この
とき、センサシステムＳＳは、画像センサＳＧから検知
信号が入力されると、利用者端末ＴＰを介してサーバＳ
Ｖに異常信号を出力する。
【００５５】そして、担当者は、異常信号を出力した利
用者宅へ急ぎ訪問し、利用者の安否の確認を行う。この
とき、利用者宅が遠方にあるとき近隣の住民へ異常信号
を出力した利用者宅の様子を、急いで確認してもらうよ
う電話をかける。また、異常ブザーＢが押された場合に
は、近隣の住民の住宅及び地域の保健福祉機関に設けら
れたスピーカまたはブザーが鳴り、異常を通知する。こ
のとき、保健福祉機関では、サーバＳＶがこの異常ブザ
ーＢが押された利用者宅を検知し、担当者が急ぎこの利
用者宅へ訪問するとともに、通知を受けた近隣の住民が
この利用者宅へ訪問する。この様な仕組みにより、この
利用者は周囲の住民と保健福祉機関Ｃとから常に注意を
向けられている安心感を得ることができる。
【００５６】また、最終的な監視設備などのランク（グ
レード）の決定は、サーバＳＶの判定した監視のランク
及び利用者の要望に基づき、各利用者を管理する担当者
と、利用者の診断を行った医師との話し合いにより、ラ
ンク決定の処理を行うこととしても良い。ここで、グレ
ード１のランクの処理は、各利用者が利用者宅Ｄに設け
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られたバイタルセンサにより、医師の指示により担当者
が予め通知した日時もしくは利用者の要求したときに、
少なくとも血圧，脈拍，体重及び体温の生体データを測
定し、利用者端末ＴＰのキーボード及びマウスＭによ
り、測定した生体データを含む健康管理データを入力
し、この健康管理データをサーバＳＶへ送信する。この
とき、利用者は、担当者へ対する質問をこの健康管理デ
ータと共に送ることもできる。このグレード１は、一般
の健康な利用者が相当する。
【００５７】また、グレード２のランクの処理は、利用
者宅ＤＭに利用者宅Ｄのバイタルセンサに加えて、異常
ブザーＢとセンサシステムＳＳ及び監視センサＳ，画像
センサＳＧとが設置されている。また、徘徊する老人の
いる利用者宅ＤＭには、ＧＰＳ（Grobal Pointing Syst
em）で老人の位置を位置を確認する位置検出システムが
貸し出される。保健福祉センタＣでは、この位置検出シ
ステムの送信する電波を受信し、サーバＳＶにより徘徊
している老人の位置の検出を行う。このグレード２は、
老人及び妊婦の利用者が相当する。さらに、グレード３
のランクの処理は、利用者宅ＤＣに利用者宅ＤＭの異常
ブザーＢとセンサシステムＳＳ及び監視センサＳとに加
えて、ビデオカメラＴＶ及びテレビ電話が設けられる。
【００５８】これにより、身体の機能回復などのリハビ
リ（リハビリテーション：rehabilitation）のため、利
用者宅ＤＣへテレビ電話が設けられ、担当者が必要に応
じて、利用者宅ＤＣへ電話をかけ、テレビカメラＣＭの
画像により利用者の様子を観察したり、リハビリの行い
方をテレビ電話ＴＶの表示画面に画像データとして送
り、各利用者毎の状態に対応したリハビリの補助（訓練
方法，療法，周囲の援助がどの様に行う必要があるか
等）を行う。このグレード３は、重度の障害者及び寝た
きり老人の利用者が相当する。
【００５９】さらに、サーバＳＶは、グレード１～グレ
ード３の利用者に対して、生活情報，健康維持及び健康
度の質問から成る設問データを、各々の利用者端末Ｔへ
定期的に送信する。この定期的に送信されるタイミング
は、あらかじめ担当者がサーバＳＶまたはデータベース
ＤＢへ、各利用者毎に設定した時間（担当者が決定する
だけでなく、担当者と各利用者との話し合いで決定され
る場合もある）でもよいし、各利用者が希望してサーバ
ＳＶへアクセス（要求）した時間でもよい。
【００６０】そして、サーバＳＶは、各利用者が利用者
端末ＴＰからこの設問に対応する回答データとして入力
された、少なくとも起床時間／就寝時間／朝食・昼食・
夕食の時間／朝食・昼食・夕食に食べた食物の種類及び
量／喫煙本数／飲酒の摂取量を含む生活情報データ（第
１の種類データ），少なくとも飲酒及び喫煙の制限の有
無／食事制限の有無／運動時間及び運動の種類を含む健
康維持データ（第２の種類データ）をサーバＳＶに入力
された年，月，日，時間のデータと共に、データベース
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ＤＢに利用者コードに対応させて時系列に記憶する。
【００６１】また、サーバＳＶは、各利用者が利用者端
末ＴＰからこの設問に対応する回答データとして入力さ
れた、バイタルセンサにより測定された身長／体重／血
圧／体温／脈拍等の生体データやトイレの回数を含む健
康度データ（第３の種類データ）を、このサーバＳＶに
入力された年，月，日，時間のデータと共に、データベ
ースＤＢに利用者コードに対応させて時系列に記憶する
担当者は、健康診断時に、統計的に異常が検出された場
合、過去の第１の種類データ～第３の種類のデータから
なる健康管理データと病歴データ（利用者の自己申告に
よる）とにより、各利用者に対応した健康管理の方法を
検討（診断ではなく統計データからの検討の結果）し、
対応する利用者へ提言する。
【００６２】さらに、サーバＳＶは、利用者端末ＴＰか
ら入力される朝食・昼食・夕食に食べた食物の種類及び
量からカロリー摂取量を、予め設定された時間毎に演算
し、かつ運動時間及び運動の種類からカロリー消費量を
演算する。そして、サーバＳＶは、演算により得られた
カロリー摂取量とカロリー消費量との差を求め、この求
められたカロリー摂取量とカロリー消費量との差から、
カロリー摂取状態が過剰／不足／適当の何れであるかの
判定を行う。また、サーバＳＶは、利用者コードに対応
させてこのカロリー摂取状態及び前記カロリーの差の数
値データを、演算した時間に対応させて時系列にデータ
ベースＤＢへ記録する。
【００６３】また、サーバＳＶは、担当者が専用端末Ｓ
Ｔに、第１の種類データのグラフ表示の命令を入力する
と、専用端末ＳＴの表示画面に第１の種類データの名
称，利用者コード及び期間のデータの入力画面を表示す
る。そして、サーバＳＶは、上記入力画面に基づき、専
用端末ＳＴから入力された利用者コードと第１の種類デ
ータの名称とに対応させ、入力された利用者コードに対
応する利用者の、少なくとも喫煙本数，飲酒の摂取量及
び上記カロリーの差を含む第１の種類データ中から、選
択されたいずれかまたは複数の種類の数値データを、前
記期間の示す範囲において、入力された利用者コードに
基づきデータベースＤＢから検索して、専用端末ＳＴの
表示画面へ時系列にグラフ表示する。
【００６４】例えば、担当者が第１の種類データの名称
（項目）として、「喫煙本数」を入力し、期間として
「１９９９年３月～１９９９年４月」を入力すると、喫
煙本数が１日毎に時系列に入力されているとすると、サ
ーバＳＶは、表示画面及び専用端末ＳＴの表示画面に、
１９９９年３月～１９９９年４月の２ヶ月間の喫煙本数
の１日毎の値を時系列に画像表示する。さらに、担当者
が第１の種類データの名称として、「喫煙本数」及び
「飲酒」を入力し、期間として「１９９９年３月～１９
９９年３月」を入力すると、飲酒も１日毎に時系列に入
力されているとすると、サーバＳＶは、専用端末ＳＴの
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表示画面に、１９９９年３月の１ヶ月間の喫煙本数及び
飲酒の量の１日毎の値を時系列に画像表示する。
【００６５】また、サーバＳＶは、担当者が専用端末Ｓ
Ｔに、第２の種類データのグラフ表示の命令を入力する
と、専用端末ＳＴの表示画面に第２の種類データの名
称，利用者コード及び期間のデータの入力画面を表示す
る。そして、サーバＳＶは、上記入力画面に基づき、専
用端末ＳＴから入力された利用者コードと第２の種類デ
ータの名称とに対応させ、入力された利用者コードに対
応する利用者の、起床時間，就寝時間，朝食・昼食・夕
食の時間を含む第２の種類データの中から、選択された
いずれかまたは複数の種類の数値データを、期間の示す
範囲において、入力された利用者コードに基づきデータ
ベースＤＢから検索して、表示画面及び専用端末ＳＴの
表示画面へ時系列にグラフ表示する。
【００６６】また、サーバＳＶは、担当者が専用端末Ｓ
Ｔに、第３の種類データのグラフ表示の命令を入力する
と、表示画面及び専用端末ＳＴの表示画面に第３の種類
データの名称，利用者コード及び期間のデータの入力画
面を表示する。そして、サーバＳＶは、上記入力画面に
基づき、専用端末ＳＴ（またはサーバＳＶ）から入力さ
れた利用者コードと第３の種類データの名称とに対応さ
せ、入力された利用者コードに対応する利用者の、少な
くともトイレの回数，体重，血圧，体温，脈拍，尿糖値
および血糖値を含む第３の種類データの中から、選択さ
れたいずれかまたは複数の種類の数値データを、期間の
示す範囲において、入力された利用者コードに基づきデ
ータベースＤＢから検索して、表示画面及び専用端末Ｓ
Ｔの表示画面へ時系列にグラフ表示する。ここで、第２
の種類データ及び第３の種類データの選択された名称ま
たは複数のグラフ表示については、上述した第１の種類
データと同様である。
【００６７】また、データベースＤＢまたはサーバＳＶ
には、トイレの回数及び生体データの体重，血圧，体
温，脈拍，トイレの回数の各々の正常値としての数値範
囲が設定されている。ここで、サーバＳＶは、利用者端
末ＴＰから入力され、データベースＤＢに時系列に記憶
されるトイレの回数，体重，血圧，体温，脈拍，尿糖値
および血糖値のデータいずれかが、上記正常値の数値範
囲からはずれている場合、数値範囲からはずれた上記生
体データを有する利用者コード，この利用者コードに対
応する利用者の氏名及びはずれた測定の生体データの種
類（あるいはバイタルセンサＢＴの種類）を、表示画面
または専用端末ＳＴの表示画面へ表示する。
【００６８】このとき、異常な生体データやトイレの回
数の数値が検出されたとき、数値範囲からはずれた上記
生体データを有する利用者に対応している担当者の専用
端末ＳＴがスタンバイ状態となっている場合や、担当者
がこの専用端末ＳＴにおいて他の仕事を行っている場
合、サーバＳＶは、この専用端末ＳＴを起動させ、また
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は強制的に表示画面を切換させ、この利用者コードに対
応する利用者の氏名及びはずれた生体データの種類を、
表示画面及び専用端末ＳＴの表示画面へ表示（または点
滅表示）するとともに、この専用端末ＳＴのスピーカか
ら音声やブザー音を出力させ、担当者の注意を喚起する
そして、担当者は、異常データを確認し、異常を示す生
体データの種類に応じた対応をとる。例えば、担当者
は、異常データを出した利用者の異常な生体データなど
の種類に応じて、対応する専門医を紹介し、適切な再検
査を受けるよう喚起するコメントを、各利用者毎に健康
診断の結果を通知する電子メールに記述する。
【００６９】さらに、サーバＳＶは、第３の種類データ
のグラフ表示のとき、トイレの回数や体重，血圧，体
温，脈拍などの生体データのいずれかが、上記正常値の
数値範囲からはずれている場合、はずれたデータの表示
ドットを他の正常の表示ドットと区別出来る色で専用端
末ＳＴの表示画面へ表示する表示する。例えば、サーバ
ＳＶは、専用端末ＳＴの表示画面への、トイレの回数や
体重，血圧，体温，脈拍等の生体データの時系列のグラ
フ表示において、正常値の数値範囲に入っている表示ド
ットを「青色」で表示し、正常値の数値範囲に入ってい
ない表示ドットを「赤色」で表示する。
【００７０】データベースＤＢは、個人データの１部分
として各利用者コードに対応して所定の時期～現在ま
で、例えば１ヶ月間における上記第１の種類のデータ～
上記第３種類のデータ，投薬データが時系列に蓄積され
ている健康ケアー用データベースと、電子カルテとして
個人データの全て、すなわち、各利用者コードに対応し
て病歴データ（本人の自己申告が合った場合のみ記
録），現在の病気の進行度を示すデータ，利用者がこの
医療情報システムを利用し始めてから現在に至るまでの
前記第１の種類のデータ～前記第３種類のデータ，投薬
データが時系列に蓄積されている健康機関データベース
と、上記第３のデータに対する正常値範囲の数値データ
及び各利用者に対してレンタルしている健康監視設備の
種類／介護用品の種類が格納されている管理データベー
スとから構成されている。
【００７１】このデータベースＤＢにおいて、担当者
は、専用端末ＳＴから、パスワードの権限の範囲内にお
いて、上記健康ケアー用データベース，上記健康機関デ
ータベース及び上記管理データベースに記憶されている
データに対してアクセス（検索及び書き換えを含む）を
行うことができる。一方、各利用者は、各利用者宅の利
用者端末ＴＰから、健康ケアー用データベースにおける
この利用者端末を所有する利用者の利用者コードに対応
するデータ領域のみがアクセス（検索のみ）できる。
【００７２】サーバＳＶには、主データベースであるデ
ータベースＤＢと同一内容が記憶されるバックアップ用
の予備のデータベースＤＢＳを設けることもできる。こ
こで、サーバＳＶは、主データベースであるデータベー
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スＤＢが異常となったことを検知したとき、上記データ
ベースＤＢＳを予備から利用者の各データの記憶及びア
クセスに用いる主データベースへ切り換え、主データベ
ースＤＢを予備のデータベースへと切り換える。そし
て、保健福祉機関Ｃの担当者は、専門業者へ依頼し、予
備のデータベースとなったデータベースＤＢの修理を行
う。
【００７３】次に、図１及び図２を参照し、一実施形態
の動作例を説明する。図２は、健康管理情報システムの
処理の流れを示す概念図である。新しく転入してきた住
民（新しい利用者）は、前に住んでいた地域を管轄する
保健福祉機関Ｃに健康管理データを、転入先の地域を管
轄する保健福祉機関に送信してもらう。データベースＤ
ＢがサーバＳＶを介して、他の地域を管轄する複数の保
健機関のサーバと、インターネットIを介して接続され
るているため、転入した利用者は、転出した地域におけ
る保健福祉センタの管理していた健康管理データの履歴
を伴って移動する事が出来る。
【００７４】上述の構成において示したように、上記利
用者の希望と担当者と話し合いに基づき、サーバＳＶ及
び医師との綜合判定により、健康の監視のランクが決定
され、各利用者が、グレード１～グレード３の監視ラン
クに各々振り分けられる。これにより、本願発明は、行
政側が各利用者に対応した健康管理を、効果的に行うこ
とができ、保健福祉センターの担当者や介護用品などの
リソースを有効に使用し、住民に対するサービスを行う
ことができる。
【００７５】すなわち、本願発明による健康管理情報シ
ステムは、利用者の希望，健康状態や病状に対応して、
色々なランク、すなわち、健常者／老人や妊婦／重度の
障害者及び寝たきり老人など違いに対応でき、利用者の
希望に基づいて利用者毎に必要な健康管理内容に対応す
ることができ、各利用者が満足できる管理を行うことが
できる。
【００７６】このため、本願発明による健康管理情報シ
ステムは、利用者が自身に対応した医療情報システムを
得ることが可能となり、インターネットを利用した健康
診断システムを利用したい利用者が、受けたい日時に健
康診断サービスを受けられ、また、必要な（または希望
する）生体データのみを取得するのみであるため、各種
の検査の選択が行え、障害を負ったり、年をとったり、
妊娠したり、健康状態が変化して異なる診察（健康状態
の監視）サービスを必要とするとき、再度、新たに自身
に対応した健康管理情報システムに構成を自由に変更で
きる効果がある。
【００７７】図２のステップＰ１において、利用者は、
定期健康診断の時期になると、保健福祉機関Ｃから通知
された日時または希望した日時に血圧，脈拍，体温，身
長及び体重を含む生体データを、家庭内にあるバイタル
センサ（身長計及び体重計を含む）により測定し、測定



(12) 特開２００１－２７５９９７

10

20

30

40

50

21
日，測定時間，及び測定した生体データである血圧，脈
拍，体温，身長及び体重の数値やトイレの回数を用紙に
記録しておく。この血圧や脈拍などの測定の時間は、医
師が、過去の病歴に基づき利用者の健康状態により血圧
・脈拍の変動を監視するため、血圧・脈拍を測定するの
に最も適したと判断した時間である。
【００７８】次に、ステップＰ２において、利用者は、
保健福祉機関Ｃよりレンタルされた利用者端末ＴＰの電
源を投入し、利用者端末ＴＰを起動し、キーボードＫの
接続ボタンを押し、公衆回線を介してインターネットI
により、保健福祉機関Ｃのウェブページを開く。このと
き、この接続ボタンを押すことにより、利用者端末ＴＰ
に設定されたプログラムにより、ＵＲＬが入力され、保
健福祉機関ＣのサーバＳＶに利用者端末ＴＰが接続され
る。このとき、利用者が自前のパーソナルコンピュータ
を有しており、インターネットによる接続になれている
場合には、利用者端末ＴＰをレンタルせずに、自前のパ
ーソナルコンピュータを利用することが出来る。
【００７９】利用者端末ＴＰがサーバＳＶへ接続される
と、サーバＳＶは利用者端末ＴＰへ健康管理データ入力
の動作に必要なプログラム及びデータを送信する。これ
により、利用者端末ＴＰは、入力される上記プログラム
及びデータを内部の記憶部に記憶し、この記憶されたプ
ログラムに従い動作を開始する。そして、利用者端末Ｔ
Ｐは、表示画面ＴＤに、図３の領域１に示す健康ケアサ
ービスの内容の選択画像を表示し、処理をステップＰ３
へ進める。（図３～図８までは、各々ウェブページ）
以下、ステップＰ３～ステップＰ４において、利用者は
健康管理データの入力を行う。
【００８０】次に、ステップＰ３において、利用者端末
Ｔは、領域１Ａに、この表示が健康管理情報システムの
選択画面であることを示す「健康管理情報システム」の
文字データが表示される。また、１Ｂ～１Ｆは、各々選
択ボタンであり、例えば、表示画面ＴＤがタッチパネル
となっており、選択したいボタンに指ＳＥＬを接触させ
ることで、利用者端末ＴＰに選択信号が入力され、健康
管理情報システムの機能において、対応するボタンの機
能を選択することができる。これにより、利用者端末Ｔ
Ｐは、対応するプログラムが起動され、選択された処理
（機能）の動作を行う。また、自分のパーソナルコンピ
ュータを使用している利用者は、マウスＭにより選択し
たいボタンをクリックすることで、対応するボタンの機
能を選択することができる。以下利用者端末ＴＰにおけ
るタッチパネルを利用したボタンの選択に基づいて説明
を行う。
【００８１】例えば、利用者が測定した生体データを保
健福祉機関ＣのサーバＳＶへ送信するとき、利用者は、
指ＳＥＬを「健康度チェック」の文字が示されたボタン
１Ｅへ移動させる。そして、利用者は、指ＳＥＬでこの
ボタン１Ｅの部分をクリックし、利用者端末ＴＰに健康
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度チェックの処理を起動させる。これにより、利用者端
末Ｔは、図３の領域２に健康度チェックの画面を表示す
る。
【００８２】利用者端末ＴＰは、領域２Ａに、この表示
が健康度チェックの選択画面を示す「健康度チェック」
の文字データを表示する。また、利用者端末Ｔは、領域
２Ｂに、利用者がすでに血圧・脈拍のデータを取得して
いるか否かの質問として、「①血圧・脈拍を測定しま
す。準備はよろしいですか？」の文字を表示する。さら
に、ボタン２Ｃ及びボタン２Ｄは、各々領域２Ｂに示さ
れる質問への回答を選択するボタンである。各ボタンの
選択方法は、領域１のボタン１Ｂ～ボタン１Ｅと同様で
ある。
【００８３】すなわち、血圧・脈拍データを測定してい
ない場合、利用者は、「いいえ」が表示されたボタン２
Ｄの部分を指ＳＥＬで触れる。これにより、１度、利用
者端末ＴＰは、サーバＳＶとの接続を切断する。そし
て、利用者は、血圧・脈拍のデータを取得した後、再
度、利用者端末ＴＰをサーバＳＶと接続させる。
【００８４】一方、血圧・脈拍データを測定してある場
合、利用者は、「はい」が表示されたボタン２Ｃを指Ｓ
ＥＬで触れる。これにより、利用者端末ＴＰは、領域３
に血圧・脈拍測定の生体データの数値の入力画面を表示
する。利用者端末ＴＰは、領域３Ａに、この表示が血圧
・脈拍測定の生体データの入力画面を示す「血圧・脈拍
測定」の文字データが表示する。また、利用者端末ＴＰ
は、表示画面ＴＤの領域３Ｂに、測定された数値が入力
された時間、すなわち現在時間を示す「２０００年ＸＸ
月ＸＸ日ＸＸ時ＸＸ分ＸＸ秒」の文字を表示する。
【００８５】そして、利用者は、指ＳＥＬを領域３Ｆに
移動させる。この領域には、予め「最高血圧      ｍｍ
Ｈｇ」の文字データが表示されている。利用者は、この
「最高血圧」と「ｍｍＨｇ」との間の空いた部分に、測
定して用紙に記録した最高血圧の数値データ、例えば、
「１１４」の数値を、キーボードＫにより記入する。同
様に、利用者は、指ＳＥＬを領域３Ｇに移動させる。こ
の領域には、予め「最低血圧      ｍｍＨｇ」の文字デ
ータが表示されている。利用者は、この「最低血圧」と
「ｍｍＨｇ」との間の空いた部分に、測定して用紙に記
録した最低血圧の数値データを、例えば「０７４」の数
値をキーボードＫにより記入する。また、利用者は、指
ＳＥＬを領域３Ｈに移動させる。この領域には、予め
「脈拍      回／分」の文字データが表示されている。
利用者は、この「脈拍」と「回／分」との間の空いた部
分に、測定して用紙に記録した脈拍の数値データ。例え
ば、「０７４」の数値を、キーボードＫにより記入す
る。
【００８６】さらに、利用者端末ＴＰは、血圧グラフを
表示するか否かの質問を文字として、領域３Ｃに、「血
圧グラフ切換え」の文字データを表示する。次に、利用
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者は、指ＳＥＬを、血圧グラフ切換えを行う場合、「は
い」の文字データが示されたボタン３Ｄへ移動させ、こ
のボタン３Ｄの部分を触れ、「はい」を選択する。これ
により、利用者端末ＴＰは、健康ケアー用データベース
にアクセスし、この利用者端末ＴＰの利用者コードに対
応する領域に記憶されている、最近１ヶ月間の血圧デー
タを検索し、領域５の領域５Ｃに、この検索された血圧
データの数値を時系列にグラフとして表示する。
【００８７】ここで、この領域５における領域５Ｃの血
圧グラフは、縦軸が血圧の数値データであり、横軸が時
間（日）を示している。また、上の曲線が最高血圧値を
示し、下の曲線が最低血圧値を示している。また、利用
者端末ＴＰは、領域５Ａに、この表示が血圧の数値デー
タの時系列なグラフであることを示す「血圧グラフ」の
文字データが表示される。この「血圧グラフ」の文字デ
ータの下には、利用者端末ＴＰにより、グラフに表示さ
れている血圧データの測定期間として、何月かの文字デ
ータが表示される。
【００８８】さらに、利用者が「切替え」の文字が示さ
れているボタン５Ｂを選択すると、利用者端末ＴＰは、
健康ケアー用データベースにアクセスし、この利用者端
末ＴＰの利用者コードに対応する領域に記憶されてい
る、最近１ヶ月間の脈拍データを検索し、領域５の領域
５Ｃに、この検索された血圧データの数値を時系列にグ
ラフとして表示する。このとき、領域５Ｃの血圧グラフ
は、１分間における脈拍の回数の数値データであり、横
軸が時間（日）を示している。
【００８９】一方、利用者が領域３のボタン３Ｅを選択
すると、利用者端末ＴＰは、①血圧・脈拍の測定を終了
し、以降、体温，身長及び体重のデータ入力画面を、順
次表示し、上述した血圧・脈拍のデータ入力と同様な処
理を行う。また、このとき、領域６に表示されている
「②体温」，「③身長」，「④体重」の部分を指ＳＥＬ
で触れることによっても、領域３Ａの入力画面を変更す
ることが出来る。最終的に、体重のデータ入力画面の
「体重グラフ切り替え」の質問に対して、利用者が「い
いえ」と表示されたボタン（上記ボタン３Ｅに対応）を
選択すると、利用者端末ＴＰは、健康度チェックの全て
の処理を終了し、領域１の健康ケアーサービスの選択画
面のみ表示する。
【００９０】上述したように、利用者端末ＴＰは、サー
バＳＶから送信されたプログラムとデータとにより、表
示画面ＴＤを複数に分割し、例えば５分割し、初めに領
域１に健康ケアーサービスの選択画面を表示し、選択さ
れた処理の画面として、順次、領域２～領域５に選択画
面，データ入力画面，グラフ画面などの各分割表示画面
を表示していく。これにより、利用者は、現在、自分の
行っている処理が何の処理であるかの判定が行いやす
く、操作性が向上する。また、利用者が老人であり、字
が小さくて、各分割表示画面が見難い場合、各分割表示
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画面において、この分割表示画面の説明をしている、例
えば、領域１Ａ，領域２Ａ，領域３Ａ及び領域５Ａなど
をクリックする事により、選択された分割表示画面ＴＤ
の表示画面全体に表示されるようにしても良い。
【００９１】次に、利用者が図３の領域１のボタン１Ｃ
を選択すると、利用者端末ＴＰは、図４の領域２に示す
生活状況チェックの画面を表示する。このとき、利用者
端末ＴＰは、表示画面ＴＤにおいて、領域３及び領域４
に対して、分割画面の表示を行わない。また、利用者端
末ＴＰは、領域２Ｓに、この表示が生活状況チェックの
選択画面を示す「生活状況チェック」の文字データを表
示する。
【００９２】また、利用者端末ＴＰは、領域２Ｑに、生
活状況チェックの質問を示す文字データ、例えば「１．
昨日はタバコを吸いましたか」の文字データを表示す
る。さらに、ボタン２Ｒとボタン２Ｐとは、各々領域２
Ｑの質問に答えるために表示されており、指ＳＥＬによ
り触れ、いずれかを選択することで上記質問に回答した
こととなる。
【００９３】そして、利用者端末ＴＰは、以降、質問に
対する回答がなされた後に、順次質問を領域２Ｑに表示
する。例えば、利用者端末Ｔは、領域２Ｑに、順次、
「２．昨日吸ったタバコの本数は？［  本］」
「３．昨日はお酒を飲みましたか？［はい／いいえ］」
「４．昨日の飲酒量は？（日本酒１合＝ビール１本＝ウ
イスキーＷ１杯＝焼酎０.５合）［  合］」
「５．昨日の夕食は何時頃とりましたか？［  時    分
頃］」
「６．夜食をとりましたか？［はい／いいえ］」
「７．今朝は朝食をとりましたか？［はい／いいえ］」
「８．昨日は油っこいもの（揚げ物・炒め物等）を食べ
ましたか？［２回以上／１回／食べない］」
「９．昨日は野菜（中皿１杯程度）のおかずを食べまし
たか？［はい／いいえ］」
「１０．昨日は甘いもの（清涼飲料水・菓子類など）を
食べましたか？［２回以上／１回／食べない］」
「１１．昨日は塩辛いもの（漬物・タラコ・干物・佃煮
・梅干等）を食べましたか？［はい／いいえ］」
の質問の文字データを表示する。
【００９４】ここで、利用者端末ＴＰは、上述の２．～
１１．の質問において、［  ］内の文字データ等は、図
４の領域２におけるボタン２Ｒ及びボタン２Ｐの領域に
表示する。そして、利用者端末Ｔは、上述の１．～１
１．の質問の全ての回答が入力された後、生活状況チェ
ックの質問の処理を終了し、領域２の生活状況チェック
の分割表示画面を消去し、表示画面ＴＤに健康管理情報
システムの選択画面（分割画面）のみを表示する。
【００９５】次に、ステップＰ５において、利用者が図
４の領域１のボタン１Ｄを選択すると、利用者端末ＴＰ
は、図５の領域２に示す健康維持チェックの画面を表示
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する。このとき、利用者端末ＴＰは、領域３及び領域４
に対して、分割画面の表示を行わない。また、利用者端
末ＴＰは、領域２Ｍに、この表示が健康維持チェックの
選択画面を示す「健康維持チェック」の文字データを表
示する。
【００９６】また、利用者端末ＴＰは、領域２Ｎに、健
康維持チェックの質問を示す文字データ、例えば「１．
昨日就寝時間は？」の文字データを表示する。さらに、
ボタン２Ｘ～ボタン２Ｕは、各々領域２Ｎの質問に答え
るために表示されており、指ＳＥＬで触れ、選択するこ
とで上記質問に回答したこととなる。ボタン２Ｘは、
「午後８時以前」の文字データが示され、就寝時間が午
後８時以前である場合に選択されるボタンであり、例え
ば、昨日、午後７時３０分に就寝した場合に利用者に選
択される。
【００９７】ボタン２Ｙは、「午後８時～１０時」の文
字データが示され、就寝時間が午後８時～午後１０時で
ある場合に選択されるボタンであり、例えば、昨日、午
後９時に就寝した場合に利用者に選択される。ボタン２
Ｚは、「午後１０時～１２時」の文字データが示され、
就寝時間が午後１０時～午後１２時である場合に選択さ
れるボタンであり、例えば、昨日、午後１１時３０分に
就寝した場合に利用者に選択される。ボタン２Ｕは、
「午後１２時以降」の文字データが示され、就寝時間が
午後１２時以降である場合に選択されるボタンであり、
例えば、今日、午前１時３０分に就寝した場合に利用者
に選択される。
【００９８】そして、利用者端末ＴＰは、以降、質問に
対する回答がなされた後に、順次質問を領域２Ｍに表示
する。例えば、利用者端末ＴＰは、領域２Ｍに、順次、
「２．昨日の睡眠時間は？［  時間］」
「３．昨日はどの程度歩きましたか？［３０分以下／３
１～６０分／６１～９０分／９１～１２０分／１２０分
以上］」
「４．昨日は運動をしましたか？［はい／いいえ］」
「５．どんな運動を行いましたか？［散歩／体操／ジョ
ギング・サイクリングなど／球技・格技など］」
「６．昨日の運動した時間は？［  分］」
の質問の文字データを表示する。
【００９９】ここで、利用者端末ＴＰは、上述の２．～
１１．の質問において、［  ］内の文字データ等は、図
５におけるボタン２Ｘ，ボタン２Ｙ，ボタン２Ｚ及びボ
タン２Ｕの領域に表示する。そして、利用者端末ＴＰ
は、上述の１．～１１．の質問の全ての回答が入力され
た後、健康維持チェックの質問の処理を終了し、領域２
の健康維持チェックの分割表示画面を消去し、表示画面
ＴＤに健康管理情報システムの選択画面（分割画面）の
みを表示する。
【０１００】次に、ステップＰ６において、利用者端末
ＴＰは、利用者が生活状況チェック，健康維持チェック
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及び健康度チェックのデータを入力される毎に、内部の
記憶部に一括して保管する。次に、ステップＰ７におい
て、利用者端末ＴＰは、予め決められた期日（日時）、
または予め決められた期限までの間の任意の期日に、記
憶部に記憶した生活状況チェック，健康維持チェック及
び健康度チェックのデータを、保健福祉機関Ｃのサーバ
ＳＶへ送信する。また、入力された生活状況チェック，
健康維持チェック及び健康度チェックのデータは、ＣＧ
Ｉ（Common Gateway Interface）処理により、各利用者
端末ＴＰからサーバＳＶへ送信されるようにしてもよ
い。
【０１０１】そして、ステップＧ１及びステップＧ２に
おいて、保健福祉機関Ｃの担当者は、専用端末ＳＴにお
いて、各利用者から送信されてくる上記生活状況チェッ
ク，健康維持チェック及び健康度チェックの各データを
読み出し、サーバＳＶにデータベースＤＢの健康ケアー
用データベース及び健康機関用データベースに記憶され
ている過去のデータと併せ、所定の期間の時系列データ
を作成させ、これらのデータ及びグラフに基づき、この
時系列データからの統計的な知見に基づき、利用者毎に
健康診断のコメントを書き、データベースのＤＢの利用
者コードに対応するコメント領域にこのコメントを書き
込む。
【０１０２】このコメントには、他に一定期間の各チェ
ックの項目の時系列データが示され、利用者は病状及び
健康状態の変化をリアルタイムで確認することができ
る。次に、ステップＧ３において、サーバＳＶは、各利
用者毎に設定されている、担当者が予め利用者に通知し
てある時間に、データベースのＤＢの利用者コードに対
応するコメント領域からコメントを読み出し、利用者コ
ードに対応するＵＲＬの利用者端末Ｔへ送信する。
【０１０３】そして、ステップＰ７において、利用者が
予め担当者から通知されている時間に届く保健福祉機関
Ｃからの電子メールを開くと、利用者端末ＴＰは、図６
に示す画面を表示画面ＴＤに表示する。ここで、領域
１，領域２，領域３及び領域４には、利用者が送信した
生活状況チェック，健康維持チェック及び健康度チェッ
クの各データに基づいた担当者のコメントが記載され
る。
【０１０４】例えば、領域１には、生活状況チェックの
データにおいて、質問「４．」に対して回答した飲酒量
が多かったため、担当者から「健康センタからのお知ら
せ」として「お酒の量が多いようです。週に２回は禁酒
しましょう」のコメントが記述されている。ここで、例
えば、保健福祉機関Ｃが健康センタとする。
【０１０５】同様に、領域２には、健康維持チェックの
データにおいて、質問「３．」から質問「６．」に対し
て回答した結果、担当者から指示されている運動量に比
べて少ない運動量の回答であったため、担当者から「健
康センタからのお知らせ」として「運動不足です。毎日
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運動するよう心がけましょう」のコメントが記述されて
いる。加えて、領域４には、健康度チェックのデータに
おいて、「血圧・脈拍」を測定した生体データの値に基
づき、担当者から「健康センタからのお知らせ」として
「血圧は安定しています。引き続き健康管理に注意して
下さい。」のコメントが記述されている。
【０１０６】次に、ステップＧ４において、サーバＳＶ
は、各利用者から送信される生活状況チェック，健康維
持チェック及び健康度チェックのデータを、データベー
スＤＢの健康機関用データベースと健康ケアー用データ
ベースとの、生活状況チェック，健康維持チェック及び
健康度チェックの各項目における各データ領域におい
て、各利用者の利用者コードに対応する領域に記憶させ
る。
【０１０７】次に、ステップＰ８において、利用者は、
保健福祉機関Ｃの担当者から受け取った電子メールによ
り、生活状況チェック，健康維持チェック及び健康度チ
ェックに対する回答（インターネットを利用した健康診
断）における担当者からのコメントを読み、コメントの
内容を再確認する。そして、利用者は、コメントに従い
生活態度を見直し、自信の健康に留意するとともに、担
当者からの専門医への診察を促す内容の場合には、専門
医に出向き再検査を行う。
【０１０８】次に、ステップＰ９において、利用者は、
担当者からのコメントに対し質問のある場合や、健康に
対して不安が生じた場合に、図３の領域１のボタン１Ｆ
を選択すると、利用者端末ＴＰは、領域２に、担当者か
らのコメントに対する質問を書く、質問状を表示する。
利用者は、この表示された質問状にコメントの内容に対
する質問を記述し、今一度、ボタン１Ｆを選択する。こ
れにより、利用者端末ＴＰは、この質問状を保健福祉機
関Ｃの担当者へ電子メールとして送信する。
【０１０９】このとき、利用者端末ＴＰは、領域３及び
領域４に対して、分割画面の表示を行わない。この電子
メールを受け取った担当者は、この質問に対する回答を
記述し、質問した利用者の利用者端末ＴＰに電子メール
として送信する。このように、各利用者は、自宅に居な
がらにして、担当者に質問を出し、担当者が利用者から
の質問内容が診断に係わるものである場合には、質問を
出した利用者に対し、質問内容に対応した適当な専門医
を紹介し、この専門医により適切な診断を受けさせる。
【０１１０】次に、ステップＧ５において、サーバＳＶ
は、各利用者から入力される生体データ及びトイレの回
数などのチェックを行う。次に、ステップＧ６及びステ
ップＧ７において、サーバＳＶは、構成の部分に記述し
たように、生体データ及びトイレの回数のいずれか一つ
でも異常がある場合には担当者へこの異常値を示す検査
項目と、対応する利用者の氏名などを、各担当者の専用
端末Ｐに対して通知する。
【０１１１】次に、ステップＧ８，ステップＧ９及びス
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テップＧ１０において、サーバＳＶは、地域の健康診断
の結果を統計処理したものを含めて、利用者毎に月間の
健康状態に対する注意などのコメント（保健福祉機関が
行う検診などの利用者の監視のランクに応じた情報）が
記述された個人月報（各利用者へ定期的に送信される）
を利用者コードに対応したＵＲＬ（利用者端末Ｔ）へ電
子メールとして送信する。このコメントには、以降で述
べる図８における「健康と医療」，「お年寄りの方
へ」，「区内の医療機関」，「出産・子供・教育」の内
容も定期的に更新されて含まれている。
【０１１２】すなわち、サーバＳＶは、第１のデータ～
第３のデータの時系列のグラフと、第１のデータ～第３
のデータの時系列グラフの推移などに基づいて健康状態
及び嗜好品，食事や運動について、担当者が各利用者毎
に記述したコメントとを、利用者毎に電子メール（月
報）として、下に示すインターネットで公開している地
域の健康診断の統計処理結果とともに送信する。
【０１１３】そして、保健福祉機関Ｃは、図７に示す統
計情報をウェブページにより公開する。図７は、領域１
に喫煙人口（男）の年齢別の喫煙率が、保健福祉機関Ｃ
の担当地域において統計処理されたものが表示される。
また、領域２に喫煙人口（女）の年齢別の喫煙率が、保
健福祉機関Ｃの担当地域において統計処理されたものが
表示される。
【０１１４】さらに、領域３に血圧グラフ（女）として
年齢別の血圧が、保健福祉機関Ｃの担当地域、例えば板
橋区と全国との比較が表示される。加えて、領域４に血
圧グラフ（男）として年齢別の血圧が、保健福祉機関Ｃ
の担当地域、例えば板橋区と全国との比較が表示され
る。そして、各利用者宅の利用者端末ＴＰの表示画面Ｔ
Ｄには、保健福祉機関Ｃの統計処理項目をアクセスする
と、ウェブページとして、図７が表示される。
【０１１５】図７の領域１における領域１Ｍには喫煙人
口（男）を示す「喫煙人口（男）」の文字列が表示さ
れ、領域１Ｎのグラフは、横軸が喫煙率（％）を示し、
縦軸が年齢範囲を示している（下から「２０－２９
歳」，「３０－３９歳」，「４０－４９歳」，「５０－
５９歳」，「６０－６９歳」，「７０歳」）。この領域
１Ｎにおける３種の棒グラフは、「吸っていたがやめ
た」，「吸ったことがない」及び「現在吸っている」の
各種別を示している。
【０１１６】また、領域２における領域２Ｓには喫煙人
口（女）を示す「喫煙人口（女）」の文字列が表示さ
れ、領域２Ｅのグラフは、横軸が喫煙率（％）を示し、
縦軸が年齢範囲を示している（下から「２０－２９
歳」，「３０－３９歳」，「４０－４９歳」，「５０－
５９歳」，「６０－６９歳」，「７０歳」）。この領域
１Ｎにおける３種の棒グラフは、「吸っていたがやめ
た」，「吸ったことがない」及び「現在吸っている」の
各種別を示している。
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【０１１７】さらに、図７の領域３における領域３Ｓに
は血圧グラフ（女）を示す「血圧グラフ（女）」の文字
列が表示され、領域３Ｒ及び領域３Ｐのグラフは、横軸
が年齢範囲を示している（下から「総数」，「２０
代」，「３０代」，「４０代」，「５０代」，「６０
代」）、縦軸が全体の人口に占める高血圧と高血圧と正
常値との境界域にいる人の割合（％）を示している。こ
の各年代における２種の棒グラフは、「高血圧」及び
「境界値」の各種別を示している。領域３Ｒは地域とし
て板橋区の統計処理の結果のグラフを示し、領域３Ｐは
全国平均の結果のグラフを示している。
【０１１８】加えて、図７の領域４における領域４Ｓに
は血圧グラフ（男）を示す「血圧グラフ（男）」の文字
列が表示され、領域４Ｒ及び領域４Ｐのグラフは、横軸
が年齢範囲を示している（下から「総数」，「２０
代」，「３０代」，「４０代」，「５０代」，「６０
代」）、縦軸が全体の人口に占める高血圧と高血圧と正
常値との境界域にいる人の割合（％）を示している。こ
の各年代における２種の棒グラフは、「高血圧」及び
「境界値」の各種別を示している。領域４Ｒは地域とし
て板橋区の統計処理の結果のグラフを示し、領域４Ｐは
全国平均の結果のグラフを示している。
【０１１９】上述したように本願発明の健康情報管理シ
ステムは、生活状況チェック，健康維持チェック及び健
康度チェックの各データだけを保健福祉機関Ｃへ送信す
るだけでなく、これらのデータに基づいて担当者が利用
者毎に健康管理に対するコメントを送信してくるため、
情報の流れが一方的でなく、このコメントに各利用者へ
の対応が画一的でなく、各利用者の健康状態に対応した
管理が可能となっている。
【０１２０】また、本願発明の健康情報管理システムに
よれば、利用者が診察結果に対する健康管理に必要な情
報を十分に、担当者からのコメントとして得ることがで
き、また、保健福祉機関Ｃが実際に利用者に問診したと
同様な診察が行え、利用者毎に生体データを含めて各種
の生活習慣的な情報を得ることが可能となり、利用者の
実際の健康状態を把握することが用意に出来る効果があ
る。
【０１２１】さらに、本願発明の健康情報管理システム
システムによれば、健康状態の記述等に不明の点が生じ
たときに、保健福祉機関Ｃにまず質問することが出来、
医療機関へ出かけて診察を受けることなく、本当に医師
の診察が必要なときのみ医療機関へ行くことになり、利
用者及び医師，担当者双方の２度手間となることを防ぐ
ことができる。
【０１２２】加えて、本願発明の健康情報管理システム
によれば、日常の健康管理を行う程度の利用者に対応す
るサービスの形態が十分に行え、簡単な病気を疑う場合
に一々病院等の医療機関を利用することが無くなり、医
師，担当者等の本来緊急を要する患者への対応の妨げと
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なる状態を緩和させる効果がある。
【０１２３】次に、ステップＳ１及びステップＳ２にお
いて、利用者が図４の領域１の「暮らしの情報ガイド」
の文字データが示されたボタン１Ｂを指ＳＥＬで触れて
選択すると、利用者端末ＴＰは、図８の領域２に示す暮
らしの情報ガイドの画面を表示する。また、利用者端末
ＴＰは、領域２Ｊに、この表示が暮らしの情報ガイドの
選択画面を示す「暮らしの情報ガイド」の文字データを
表示する。さらに、利用者端末ＴＰは、「健康と医療」
の文字データが示されたボタン２Ｋと、「お年寄りの方
へ」の文字データが示されたボタン２Ｖ，「区内の医療
機関」の文字データが示されたボタン２Ｗ，及び「出産
・子供・教育」の文字データが示されたボタン２Ｈを表
示する。
【０１２４】次に、ステップＳ３～ステップＳ６におい
て、利用者端末ＴＰは、領域４に、各々のボタンの機能
の説明、すなわち、ボタン２Ｋ，ボタン２Ｖ，ボタン２
Ｗ，及びボタン２Ｈを選択することにより受けられるサ
ービスの項目が表示される。例えば、「健康と医療」の
文字が示されたボタン２Ｋは、選択すると「健康と医
療」として、「健康診断の相談室」として、各利用者か
ら寄せられた健康に対する質問とその質問に対する答え
をＱ＆Ａとした表示と、「予防接種」としてインフルエ
ンザ等の予防接種の実施予定の情報の表示と、「ガン・
生活習慣病などの検診」として、成人病診断，ガン診断
等の診断予定が示された表示と、…とが利用者端末ＴＰ
により表示画面ＴＤの領域３に、順次表示される。
【０１２５】また、「お年寄りの方へ」の文字が示され
たボタン２Ｖは、選択すると「お年寄りの方へ」とし
て、「お年寄りの相談室」として、寝たきりや痴呆症の
老人の介護の方法について相談されたＱ＆Ａ集の表示
と、「６５歳～６９歳の医療費」として、６５歳～６９
歳の医療費のシステムについて説明された表示と、「７
０歳からの医療費」として、７０歳からのの医療費のシ
ステムについて説明された表示と，…等とが、利用者端
末ＴＰにより表示画面ＴＤの領域３に、順次表示され
る。
【０１２６】さらに、「出産・子供・教育」の文字が示
されたボタン２Ｈは、選択すると「母子健康手帳の交
付」として、母子健康手帳の交付手続きのお知らせや初
めて出産する人に対する生活上の注意や出産における検
診日時のお知らせなどの表示と、「乳幼児の健康診査」
として、乳幼児の検診日時の表示と、「乳幼児の医療助
成」として、乳幼児を持つ利用者宅の医療費システムに
ついて説明された表示と、…等とが、利用者端末ＴＰに
より表示画面ＴＤの領域３に、順次表示される。
【０１２７】また、「区内の医療機関」の文字が示され
たボタン２Ｗは、選択すると図８の領域３に示す様な区
内の医療機関の表示が行われる。すなわち、利用者端末
ＴＰは、サーバＳＶから送信された情報として、利用者



(17) 特開２００１－２７５９９７

10

20

30

31
の要求により、データベースＤＢに記憶されている、保
健福祉機関の管轄の地域の病院のなかから、この利用者
の利用者宅かの近隣の病院の情報、すなわち、少なくと
も診療科目，担当の医師の診療日，診療時間，診療日時
を表示画面ＴＤの領域３に、順次表示する。そして、そ
の中から診療科目のある病院を指ＳＥＬで触れて選択す
ることにより、最寄りの駅からの地図のデータを表示画
面ＴＤの領域３に表示する。
【０１２８】
【発明の効果】本発明によれば、健康管理情報の流れが
一方的でなく、担当者から各利用者へのコメントにおい
ても利用者毎に、病状及び健康状態に合った対応が行
え、診察結果及び診察結果に対する健康管理に必要な情
報を得ることができ、また、保健福祉機関が、利用者毎
の実際の健康状態を把握することが容易に行え、かつ、
利用者（住民）は常に自分が通信情報システムを介し
て、公的な保健福祉機関とつながっており、行政側から
の各種健康福祉に関するサービスを受ける過程を通じ
て、（１人暮らしの老人や仕事の忙しい人でさえも）行
政側に健康福祉を守ってもらっているという安心感を得
ることが可能となる効果がある。
【０１２９】また、本発明によれば、バイタルセンサ等
により取得する生体データが利用者毎に選択可能であ
り、診察後の健康管理に対する対応も利用者毎に対応し
ており、すなわち、利用者の健康状態に応じて色々なラ
ンク、すなわち、年齢や要介護度に応じて監視の程度に
応じたたランク分け、及び生体データの取得の種類の選
択が可能であり、利用者毎の病状に合わせた健康管理に
対応することができる。
【０１３０】さらに、本発明によれば、診察結果におい
て、健康状態の記述等に不明の点が生じたときに、医療
機関に出かけなくとも電子メールにより、保健福祉機関
へ質問し、診察結果の内容を担当者から明確に知ること
が可能であり、検査の後、再度、医療機関へ行き検査内
容の確認を聴く必要が無くなるため、利用者及び医師の
２度手間を防ぎ、診療時間を節約する効果がある。ま
た、本発明によれば、日常の健康管理を行う程度の利用
者に対応するサービスの形態があるため、簡単な病気を
疑う場合には電子メールによる保健福祉機関への質問で
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済ますことができ、医療機関の医師，看護婦等の本来緊
急を要する患者への対応の時間に余裕が生じる効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の一実施形態による健康管理情報シス
テムの構成例を示すブロック図である。
【図２】  図１の健康管理情報システムの動作の流れを
示す概念図である。
【図３】  図１の健康管理情報システムにおけるウェブ
ページの表示例である。
【図４】  図１の健康管理情報システムにおけるウェブ
ページの表示例である。
【図５】  図１の健康管理情報システムにおけるウェブ
ページの表示例である。
【図６】  図１の健康管理情報システムにおけるウェブ
ページの表示例である。
【図７】  図１の健康管理情報システムにおけるウェブ
ページの表示例である。
【図８】  図１の健康管理情報システムにおけるウェブ
ページの表示例である。
【図９】  従来の健康管理情報システムの構成を示す概
念図である。
【符号の説明】
Ｂ  異常ブザー
ＤＢ  データベース
ＣＭ  テレビカメラ
ＴＶ  ビデオシステム
ＴＰ  利用者端末
ＳＴ  専用端末
Ｄ，ＤＣ，ＤＭ  利用者宅
ＳＶ  サーバ
Ｍ  マウス
Ｋ  キーボード
ＳＧ  画像センサ
ＳＳ  センサシステム
Ｓ  監視センサ
Ｉ  インターネット
Ｃ  公的な保健福祉機関
ＴＤ  表示画面
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种健康管理信息系统，该系统能够进行健康管理，包括在家中甚至在偏远地方进行健康咨询，并且能够进行
健康咨询而没有时间限制。 用户D的用户终端TP，用户DC和用户DM以及健康和福利机构C的服务器SV可以经由诸如因特网I的信
息通信系统相互连接。 此外，用户终端TP可以通过指定健康和福利机构C的服务器SV的URL来连接到健康和福利机构C的服务器
SV，并参考由健康和福利机构C提供的网页。 多个专用终端ST经由健康和福利机构C的内部LAN连接到服务器SV。 专用终端ST被
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安装在至少包括从事健康和福利机构C的健康管理的公共卫生护士（人
员）的每个负责人的房间中，并且与每个用户代码相对应地存储与用户
的医疗保健有关的个人数据。 已创建的数据库数据库已连接。


